
 
 

 
 業務、社員の職務全体に占め

る時間、頻度において割合が

大きい業務を比較します。こ

の内容が異なる場合は、職務

内容は異なります。 
③ 業務の内容が同じ場合、その

業務の責任の程度が著しく

異ならないかどうかで判断

します。 
具体的には、与えられている

権限の範囲、業務の成果につ

いて求められる役割、トラブ

ル発生や臨時・緊急時に求め

られる対応の程度、ノルマな

どの成果への期待度などを

総合的に比較します。 
これについては、役職名など

では判断せず、実態により判

断します。 
また時間外労働の有無につ

いても考慮します。ここで、

著しく異なる場合は、職内容

は異なることになります。 
【例】ある飲食店の板前Ａ（パー

トタイム社員）と板前Ｂ（正社員）

とでは、板前ということで、職種

は同じですが、Ｂには板前として

の優れた技術があり、その飲食店

の業績に大きな影響を与えていま

す。この場合、職務は異なると考

えられます。 
◆人材活用の仕組や運用の判断◆ 
① 正社員とパートタイム社員

の転勤有無について、比較

します。実際に転勤したか

どうかだけではなく、将来

にわたって転勤する見込み

があるかどうかについて、

事業所の就業規則や慣行を

もとに判断します。 
転勤の有無が異なる場合

は、「異なる」と判断しま

す。 
② 転勤の有無が同じか、有で

同じ場合、転勤範囲を比較

 
 してください。全国転勤、

エリア限定の転勤などを比

較して下さい。範囲が異な

る場合は「異なる」と判断

します。 
③ 職務内容の変更と配置変更

の有無を比較して下さい。 
異なる場合、「異なる」と判

断します。 
④ 職務内容の変更と配置の変

更の範囲（経験部署の範囲）

を比較して下さい。 
【例】ある製造業の会社では、事業

所が 1 つのため転勤は無く、この会

社で、正社員もパートタイム社員も

人事異動、配置変更はありませんの

で、同じ取り扱いになっています。

しかしながら、人材活用の方針とし

て、正社員が担当する製造機械を定

期的に変更させ、社内横断的なプロ

ジェクトチームに参加させるなど、

様々な業務経験を積ませ育成する

ことにしていますが、パートタイム

社員には通常の同様に取り扱って

いません。このような場合、雇用さ

れている期間に経験する職務の範

囲が正社員のほうが広く、人材活用

の仕組みや運用などが異なると考

えられます。 
◆契約期間◆ 

① 正社員は契約期間の定め

ない労働契約、パートタイ

ム社員は、期間の定めがあ

る。この場合、契約期間異

なります。 
しかしながら、期間の定め

がある労働契約であるが、

反復更新によって実質的

に期間の定めのない労働

契約と変わらない雇用関

係の場合は、正社員と同様

の実態にあると判断しま

す。 
－判断結果による改善－ 
判断した結果、職務内容と人材活用

の仕組みや運用が同一で契約期間

のみ異なる場合、会社は正社員と

の均衡を考慮しパートタイム社員

の職務内容、成果、意欲、能力、

経験などを勘案して賃金を決定す

ることが努力義務化されます。 
教育訓練については、職務内容が

同じ場合、機会を正社員と同様に

実施することが義務化されます。 
福利厚生施設のうち、給食施設、

休憩室、更衣室にについて、働き

方にかかわらず、すべてのパート

タイム社員に利用の機会を与える

よう配慮することが義務化されま

す。 
 
◆差別的取扱いの禁止 
すべての待遇について、パートタ

イム社員であることを理由に差別

的に取り扱うことが禁止されま

す。 
会社は、職務の内容、人材活用の

仕組みや運用が全雇用期間を通じ

て、正社員と同一のパートタイム

社員であって、期間の定めのない

労働契約を締結している者につい

ては、パートタイム社員であるこ

とを理由として、その待遇につい

て、差別的取扱いをしてはなりま

せん。待遇とは具体的には、賃金

の決定をはじめ、教育訓練の実施、

福利厚生施設の利用その他すべて

の待遇です。 
期間の定めのない労働契約には、

反復更新によって期間の定めのな

い労働契約と同視することが社会

通念上相当と認められる有期契約

を含みます。 
－例えば－ 
正社員と同じ状態のパートタイム

社員の場合、基本給について、１

時間当りの金額が同額になるよう

に設定する必要があります。また

賞与や退職手当についてもパート

タイム社員だからという理由で差

別的な取り扱いは出来ません。 

「職務の内容」を勘案して賃金に

差を設けており、また賞与につい

ても支給していないというような

説明が求められます。あらかじめ、

正社員とパートタイム社員の就業

規則を別途作成し、労働条件、職

務内容を明確に区分することが重

要です。 
 
◆正社員への転換の推進 
会社は、正社員への転換を推進す

るため、その雇用するパートタイ

ム社員について、次のいずれかの

措置を講じることが義務化となり

ます。 
 正社員を募集する場合、その募

集内容を既に雇っているパート

タイム社員に周知する。 
 正社員のポストを社内公募する

場合、既に雇っているパートタ

イム社員にも応募する機会を与

える。 
 パートタイム社員が正社員へ転

換するための試験制度を設ける

など、転換制度を導入する。 
 その他正社員への転換を推

進するための措置 
－例えば－ 
ハローワークに正社員の募集求人

を出す場合、あわせてその募集案

内を事業所内でも掲示して、パー

ト社員に周知する。 
※但し、これは正社員として働く

ことを希望するパートタイム社員

に正社員になるチャンスを与える

ことが目的であり、優先的に採用

しなければならないということは

ありません。 
 
◆均等待遇の確保の推進 
パートタイム社員は、繁忙期に一
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時的に働く方から正社員と同様の

仕事に従事し長期間働く方のまで

その働き方は様々です。このため

この改正法では、パートタイム社

員の待遇を正社員と働き方の違い

に応じて均衡（バランス）を図る

ための措置を講じるように規定さ

れています。具体的には、職務の

内容（業務の内容と責任の程度）、

人材活用の仕組みや運用など、契

約期間の３つの要件が正社員と同

じかどうかにより、賃金、教育訓

練、福利厚生などの待遇の取り扱

いについて規定されています。 
 賃金（基本給、賞与、役付手当等）

は、パートタイム社員の職務の内

容、成果、意欲、能力、経験など

を勘案して決定するよう努めて

ください。 
 教育訓練は、職務の内容、成果、

意欲、能力、経験などに応じて実

施するよう努めてください。 
 福利厚生施設（給食施設、休憩室、

更衣室）の利用の機会をパートタ

イム社員に対しても与えるよう

配慮してください。 
 
－具体的な判断の仕方－ 
正社員とパートタイム社員が３つ

の要件について、同じかどうかの

判断の仕方をあげてみます。 
◆職務内容の判断の仕方◆ 

① 業種の種類は、どうか。例え

ば、正社員は、営業職でパー

ト社員は事務職の場合は、職

務内容は異なります。 
② 業種が同じ場合、通常に従事

する業務の内容の中で、その

社員の必要不可欠な業務、業

務の成果が企業業績や評価

などに大きな影響を与える 

改正パートタイム労働法の 

要注意事項 
 
◆労働条件の文書交付義務 
会社は、労働基準法により社員を

雇い入れたときは、「契約期間」、

「仕事をする場所と仕事の内容」、

「始業・就業の時刻や所定時間外労

働の有無、休日・休暇」、「賃金」な

どについては、文書で明示すること

が義務付けられています。これに加

えて、パートタイム社員を雇い入れ

たときは、速やかに、「昇給の有無」、

「退職手当の有無」、「賞与の有無」

の３点を文書の交付等により明示す

ることが義務付けられました。違反

の場合は10万円以下の過料となりま

すので注意が必要です。 

 

◆待遇の決定について説明義務 
会社は、雇用するパートタイム社員

から求めがあったときは、そのパー

トタイム社員の待遇を決定するに当

たり考慮した事項を説明することが

義務化されます。具体的な内容とし

ては、労働条件の文書交付等、就業

規則の作成手続、待遇の差別的取扱

い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、

福利厚生施設、正社員への転換を推

進するための措置です。 
－例えば－ 
パートタイム社員より常用社員との

賃金や賞与の有無、待遇の格差につ

いて、説明を求められた場合、「あな

たはパートタイム社員だから賃金は

○○円で、賞与もありません。」とい

う説明では責任を果たしているとは

言えず、正社員の仕事内容に比べて、

そのパートタイム社員の仕事内容が

軽易であり責任の程度も低く、労働

時間も短いものであることから、


